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アラスカにおける土地配分 と 「自然保護」 をめ ぐる対立の10年

一ANCSA of 1971 か ら ANILCA of 1980に 至 る 期 間 を 中 心 に 一

奥 田 郁 夫

本稿は,「1971年 アラスカ先住民 の請求 にも とつ く継 承的不動産設定法 Alaska Native Claims Settlement Act(ANCSA)」 以 降,「1980

年ア ラスカ ・ナ シ ョナル ・イ ンタ レス ト ・ラ ンズ保全法 Alaska National Interest Lands Conservation Act(ANILCA)」 に至 るほぼ10年,

間 について,ア ラスカ州 にお ける,ナ シ ョナル ・イ ンタレス ト・ラ ンズ,州 有地お よび私有地三者へ の土地 配分確定 プ ロセスを検証す るも

ので ある,

本稿で明 らかになった ことは,以 下 の点 である;

1.ANCSA 中に埋 め込まれた SEC.17(d)(2)1ands 条項 に よって,1980年 ANILCA が制定 され るこ とになった.

2,ANCSASEC.17(d)(2)lands 条項 は,1970年 春 に, David Hickok に よって提案 された.

3.そ の後,本 条項 は,紆 余 曲折 を経て ANCSA に盛 り込まれた.

4.本 条項 によって,1980年 に ANILCA が 制 定 され,ナ シ ョナル ・イ ンタレス ト・ランズの拡 張がな され た.

5.こ の SEC.17(d)(2)lands　 条項 を支持 す るひ とび ととは,ウ ィル ダネス ・ソサエテ ィ Wilderness Society に集 うひ とび との よ うに

ナシ ョナル ・イ ンタ レス ト ・ランズの保護 を重視す るひ とび とであった.
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1.は じめに

ア ラスカは,1959年 にアメ リカ合 衆国49番 目の州 に昇格 し

た.し か しなが ら,こ の時点 でなお,ア ラスカ州 のす べての 土

地 につ いて,連 邦政府,州 政 府お よび先住 民の三者 間で どのよ

うに配分 す るか,確 定 して いなかった.た だ し,ア ラスカ州制

定法(1958年)に よれ ば,ア ラスカ州政 府は州 に昇格 してか ら25

年以 内に,ア メ リカ合 衆国公 有地 public lands全3億7,160万

acre か ら1億255万 acre の土地を選んで取得す るこ とができる,

と され た(Alaska Statehood Act,SEC.6).州 政府 はこれ を根拠

に,地 下資源 な どの豊 富な土地 を優 先的 に選定 しよ うとしたが,

先住 民のひ とび ととの 問に大 きな摩擦 を生む こ とに なった.そ

の後,「1971年 ア ラスカ先住民の請求 に もとつ く継承 的不動産

設 定法 Alaska Native Claims Settlement Act(ANCSA)」 に

よって,先 住民のひ とび とへ の土地配 分(4,400万 acre )が一応の

決 着 をみ た.同 時 に,そ の こ とに よって州政 府に よる州 有地の

選択が可能 とな った.こ の間の経緯 について は別途論 じた1).

しか しなが ら,こ の1971年 ANCSA に よって,土 地所有権

をめ ぐる課題 が すべ て解 決 した,と い うわ けで は なか った.

ANCSA 制定 時に,先 住民 に よる土地選択が,自 然の保護 とい

う観 点か らふ さわ しい といえるか ど うか,と い う疑義 が 自然保

護 を重視す るひ とび と(以 下,「 自然保護 派」)か ら示 され るこ

とにな った.そ の もっ とも大きな理 由は,先 住民 のひ とび とが

組織 しよ うとした株 式会社 corporation 組 織にあった.す なわち,

た とえ先住 民を主体 とした組織 で あって も,株 式 会社は あ くま

で営利 を 目的 とす るもので ある.そ の限 りにお いて,株 式会社

組織 は資源 の豊富 な土地 を優先的 に選択 し,か つ,通 常 の企 業

と同様 に,利 益を優 先 した経済活動 を行お うとす るに違 いない,

と自然保 護派のひ とび とは考えた.

その よ うな営利活 動をで きるだけ制約 し,州 内の貴重 な 自然

を保護 す るた めに, ANCSA には,SEC.17(d)(2)条 項が挿 入 さ

れ た.こ れ は連 邦 政府 が,自 然保 護 に値 す る土 地(national

interest lands 2))を 優 先的 に選択 し,保 有 し続 けるこ とを 目的

と した ものであった.そ して,こ の SEC.17(d)(2)条 項 こそが,

1980年 ナ シ ョナ ル ・イ ン タ レス ト ・ラ ンズ 保 全法 Alaska
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緒 とな った.

以下,2.で は本稿の背景 をなす 自然保護 思想 をめ ぐる論点 につ

いて,1964年 に成立 した ウィル ダネス法 Wilderness Actと そ

の成 立 を求 めた ウィル ダネス ・ソサエテ ィのひ とび とについて

触れる.3.で は 「1971年 ア ラスカ先住民 の請 求に もとつ く継承

的不動産設 定法 Alaska Native Claims Settlement Act of 1971」

の中に盛 り込 まれ ることになった SEC.17(d)(2)条 項 の成 立過 程

につ いて検討す る.4.では ANCSA SEC.17(d)(2)条 項 に もとつい

て立法化 され た 「1980年 ア ラスカ ・ナ シ ョナル ・イ ンタ レス ト ・

ランズ保全法」 の成 立 とその結果 につい て述べ る.

2.ANCSA SEC.17(d)(2)1andsが 求め られた背景 一ウィル ダ

ネス ・ソサエテ ィと1964年 ウ ィルダネス法

ウィルダネス ・ソサエテ ィは,1935年 に設立 された.そ の創

設者 た ちの設 立時の議論 をみ る と,当 時何 が問題 と して認 識 さ

れ ていたかが分か る.こ の こ とは,ア ラスカ州 にお いて,1960

年代 以降 にナ シ ョナル ・イ ンタ レス ト ・ランズの拡張 が求 め ら

れ たこ との背 景を説明 して もい る.

た とえば,ポ ール ・サ ッター Paul S.Sutter は,当 時の ことを

つ ぎのよ うに記 してい る:

「…(ウ ィル ダネ ス ・ソサ エテ ィの;引 用 者)創 設者 た ちの う

ち,訓 練 された森林 官た ちは,実 利的 な森 林管理 を重視 した,

単一 目的の商品生産 には批判 的で ある一方,か れ らの誰 も,資

源 は公益のた めに,賢 明 にかつ科学 的に管理 され るべ きで ある,

とい う基本 的な前提 を否 定す るこ とは なかった.そ の代 わ り,

かれ らは,功 利 主義 的な強い 関心 に合致 した ウィル ダネ スの考

え方 を作 り上げた.そ の考 え方 とい うの は,資 源 を生産 に供す

る行 為 を方 向づけ るのではな く,リ ク リエー シ ョンの需用者 の

行 為 を方 向づ け る こ とに主 眼 を お くもの で あっ た」(Sutter

(2002),pp.14-15),

アメ リカ合 衆国では,す でに20世 紀の初頭 には 自動 車が一般

に普及 しは じめ,そ れ に ともなって旅行者 が 自動 車で国立公 園

内を移動 しは じめた.1910年 代には,国 有林 におい てもこの よ

うな リク リエー シ ョン利用 が急 速に増加 した.こ れ に応 じる形

で,国 立公 園局 National Park Serviceも 森林局 National Forest

Serviceも そ の受入体制 の整備 を進 める ことにな った.「1916年

には,議 会 は,連 邦政府 に よる道路建設 プ ログラムに対 して,

は じめて のかな りの額 の予算 を配分 した.そ して,こ の予算 は

両 大戦 間 に増加 してい った.と 同時 に,ヘ ン リー ・フォー ドに

よって改良 され た組 み立 て生産 ライ ンによって,ア メ リカの 中

産階級 に とって 自動車 は手 の届 く範囲 で購 入で きるもの とな っ

た」(Sutter(2002),p.16).

以上 の よ うな関心か ら設 立 され た ウィル ダネス ・ソサ エテ ィ

は,一 貫 して ウィル ダネス法 の制 定を求 めて,さ らに法成 立後

は,そ の理 念の実現 に向 けた活動 を続 けるこ とにな った.こ の

よ うなひ とび とが,ANCSA　 SEC.17(d)(2)landsを 条項 求め る

中心的な存在 で あった.

1964年 に成 立 した ウィル ダネ ス法 は,そ の 目的 をつ ぎのよ う

に述べ てい る;

「開発 地域 の拡 大 と機械化 の進 展 に ともなわれた人 口の急増 に

よって,ア メ リカ合衆国 内のあ らゆる領 土 とその 占有地域 が 占

拠 され 改変 され る よ うな こ とのない よ う,ま た,そ の 自然 条件

にお いて保護 され庇護 され るべ き土地 をあます ところな く指定

す るために,議 会 は ここに,以 下が議会 の政策 で あるこ とを言

明す る;現 在 お よび未 来のア メ リカ合 衆国 国民のた めに,永 続

的な ウ ィル ダネス の資産 に よる便 益 を保 証す る」(Wilderness

Act,1964,Section2.(a)).

また本法では,ウ ィル ダネ ス ・エ リア Wilderness Area 3)は,

大統領 の推薦 に もとつ いて,議 会 が立法 に よって指 定す るこ と

になっている(Section3.(c)).

この法律 の特徴 をひ とこ とでい うと 「ロー ドレス roadless」

とい うことで ある.ウ ィル ダネス ・ソサ エテ ィの創設者 た ちが

危惧 した点は,自 動車の普及 と道 路網 の整備 に よって,ひ とび

とが リク リエー シ ョン目的 で,ど の よ うな 自然 環境 の中にで も

入 って行 くことができ るよ うにな り,そ のこ とが ウィル ダネス

(原生 自然)の 保護 ・保 全 を困難 に して しま う,と い うこ とで

あった;

「…本法律 が指定す る ウィル ダネ ス ・エ リアには,法 律 の 目的

に即 した 当該 地域内 の必 要最低限 の管 理(地 域 内のひ とび との

健康 と安全 に関わ る非常 時に求 め られ る対応 を含 む)に 応 じた

もの以外 には,い か なる営利 目的の企 業活 動 も,い かな る恒久

的 な道路 も認 め られ ない.」 また,

「そ のよ うないかなる地域に も,仮 設の道路 も認 め られない し,



原動機の乗 り物,原 動機つきの装置やモーターボー トも認めら

れない.さ らに,航 空機の着陸,そ の他のいかなる機械的な運

送手段,ま た,い かなる建造物や設備も認められない」.この条

文には,ウ ィルダネス ・ソサエティの創設者たちの意向がきわ

めて忠実に反映される結果となっている　4).

3.ANCSA　 SEC,17(d)(2)lands条 項制 定の過程 について

誰 が,な ぜ(d)(2)lands条 項 をANCSA中 に挿入す る ことを望

ん だのか;基 本 的に,ウ ィル ダネス ・ソサエテ ィや シエ ラ ・ク

ラブSierra　Clubな どの 「環境保護 団体 」に集 った多 くのひ とび

との よ うに,自 然を あるがまま に保護 したい と考え るひ とび と

(preservationists)は,こ の条項 に賛成 した.こ れ に対 して,

どち らか といえば,自 然 資源(地 下 資源 や森林 資源 な ど)を 利

用 しよ うとす るひ とび とは,こ の条項 に反対 であった.さ らに

は,ア ラスカ州 を代表す る上院議員 たち も,資 源 開発 に ともな

う利 益 を州政 府の財源 としたい,と い う考 えか ら,こ の条項 に

は距離 をお くことになった.

しか しなが ら,こ の(d)(2)条項に対す る姿勢 は,自 然保護 団体

な どの組織 単位 で一般 的に決 まる,と い うほ ど単純 ではなか っ

た.自 然保護 団体 と呼ばれ る組織 のなか にも,意 見 の不 一致が

み られ る場 合もあった よ うである.

一例 をあげれば,シ エ ラ ・クラブにおい て,つ ぎの よ うな こ

とがあ った.1976年 に,マ ー ク ・ギャノポール ・ピコックMark

Ganopole　 Hickokが 全国評議員 に選 出 され た ときの ことで ある.

シエ ラ ・クラブ は,国 立公 園内で先住民 のひ とび とが 自給 自足

生活subsistenceを 続 け ることに反対 であった.し か し,先 住民

出身 のギャ ノポール は これ を受 け容れ る ことが できず,両 者 の

関係は解消 され るこ とになった(Kauhnan(1998),p.208)　 5).

アラスカ州 の土地配分 をめ ぐって は,州 政府 も,そ してお そ

らく株式会 社corporation方 式 に よる土地所有 を選択 した先住

民 のひ とび とも,そ の願い は同 じで はなかった のか.そ れ は,

豊 かな地下資源や 森林資源 を活 用 して経 済発展 を図 りたい,と

い うことで ある.さ もなけれ ば,な にを もって経 済の成長 を図

れ ばよいのか アラスカが,1959年 まで州 に昇格す るこ とがな

かった,と い うことがすべて を物語 っている.

しか しなが ら,地 下資源 に しろ森林 資源 に しろ,そ の開発は

つねに 自然 の改変 をともな うもので ある.1968年 にプル ー ドウ
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湾Prudhoe　 Bayで 発 見 され た原 油を南の不凍港 ・バルデ ィー ズ

Valdezまで搬送するのに,長 距離のパイプラインを必要とした

こ とは,そ の一例で ある.こ の よ うな資源 開発 に ともな う大規

模 な 自然景観 の破 壊 は,全 国的 な関心の的 となった.そ して,

ア ラスカ州 内 と州外 とを問わず,自 然保 護 を標榜す るひ とび と

か らは,ア ラスカ州 内の貴重 な自然 を守 るこ との重要性 が主張

され るこ とにな った.多 くの ウィル ダネ ス ・ソサエテ ィのメン

バ ー もそ うで あった　6).

以上 を踏ま えて,(d)(2)lands条 項がANCSAに 盛 り込まれ る

に至った経緯 につ いて,少 し詳 しくみてみたい.

ANCSAに よって,先 住民が組織す る各株 式会社 に土地が配

分 され る ことになった.そ して,そ の際 に生 じ うる土地 取得 を

め ぐる連 邦政府や州 政府 との競合 を調整す る 目的で,ア ラスカ

連邦 ・州合 同土地利用計 画委員会Joint　Federal-State　Land　Use

Planning　 Commission　for　Alaskaの 設置が盛 り込 まれ た(SEC.

17(a)お よび(b)),

この委員 会 は 「経 済的な成長 と発 展が,整 然 と計画 的な もの

で あ り,か つ,州 政府 お よび 国の環 境 目的(す なわ ち,ア ラス

カ州 内の公 有地,国 立公園,国 有林 と,国 立野生生物保護 区な

どに関す る公益)と,ア ラスカ州 先住民 のひ とび とお よび他の

居住者 の経済的 ・社 会的福祉 とが両立す る ことを保証 でき るよ

う勧告 を行 う」 とされ ていた(SEC.17(a)(7)(I)).委 員会 は,

1976年5月30日 までに,大 統領,議 会,お よび 州知事 ・州政

府 に対 して,土 地利用計画 な どに関す る最 終報告書 を提 出す る

もの とされ,同 年12月31日 には解 散す るこ とになっていた(同

(a)(10)).

その 同 じSEC.17条 中 に,本 稿 で検 討 の対象 としてい る

(d)(2)1ands条 項 が置 かれ てい る.そ の概 要で あるが,内 務省長

官 は,公 有地 関連法 によって配分 され るあ らゆる土地の形態 の

ものか ら,8,000万acreま での範囲で留保 し,国 立公 園,国 有

林,国 立野生 生物保護 区,お よび 国立野生 ・景勝河川 と して新

規 に指定す るか,ま たは,従 来か らの もの に追加す るにふ さわ

しい とみ なす か ど うか,検 討 す る よ う指 示 され た(SEC.

17(d)(2)(A)).

以上は何 を意 味す るのであろ うか なぜ(d)(2)lands条 項 が,

このSEC.17(a)お よび(b)に重複す るよ うな形 で盛 り込 まれ る こ

とに なったので あろ うか そ の理 由 として は 「ア ラスカ州外 の
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ひ とび とに とって は,ア ラスカ連 邦 ・州合 同土地利用 計画委員

会の実効 性に疑 問が あったか ら」 とも述べ られてい る(Nelson

(2004),pp.118-119)　 7).

つぎに,ど のような経緯でこの条項がANCSA中 に挿入され

る ことになったのか,具 体 的な経過 をみてみたい.

この条項 の必要 性について,ジ ョセ ブ ・フ ィッツジェ ラル ド

Joseph　 FitzGerald(ア ラスカ にお ける部 門計画に関す る連邦政

府 委員 会議 長Chairman　 of　the　Federal　Feld　 Committee　 for

Department　 Planning　in　Alaska)は,1965・66年 当時,つ ぎの

よ うに考えていた,と い う;

「…ア ラス カにおいて,経 済発展 は,先 住民 のひ とび との継 承

的不動産 に関す る要求が解 決 され ない 限 り起 こ りえない,ま た,

そ の解 決 に際 しては,ア ラスカ にお ける国立公 園複合 体park

complexの 設立 に,州 政 府お よび連邦政府 が責任 を持 って参加

す るこ とが重要 であ る」.

そ して,フ ィ ッツ ジェラル ドは,ア ラスカ ・ウィル ダネ ス協

議会Alaska　 Wildeness　 Council(AWC)の メ ンバー に対 して,

保 護に値す る地域 を特 定す る よ う依 頼 した.

ただ し,実 際に この実務 を担 当す ることに なったの は,フ ィ ッ

ツ ジェラル ドの下 にいたデ イ ビッ ド・ヒコックDavid　 Hickokで

あった.彼 によって,ANCSA中 に最初 の(d)(2)1ands条 項 が挿

入 され る ことになった.ピ コ ックは,自 然資源 専門官natural

resources　specialistで あった　8).

ピコックとSEC.17(d)(2)lands条 項 とのよ り具体的な関 係は,

別 の資料 に よって裏付 け られ る;

「…1970年 春 に,ヒ コックは ウィ リアム ・バ ンネ スWilliam

VanNes(上 院 内 務 委 員 会 補 佐 職 顧 問Senate　 Interior

Committee　 staff　counsel)に 対 して,つ ぎのよ うな簡潔 な条項

がANCSAに 含 まれ るべ きで ある,と 勧 告 した:す なわち,『内

務省長官 は,ア ラスカ州内のすべて の公有 地pubhc　 landsを 精

査 し,3年 以内に議会 に対 して,国 立公園お よび 国立野生生物 保

護 区に含 まれ る ことが適切 であ る地域 を推薦す る よ う命 じられ

る』」(Cahn(1982),p.11).

ア ラスカ州の資源 と して は,地 下資源(古 くは金 鉱,今 日的

には原 油な ど),南 東 ア ラスカを 中心 とした森林資源,そ して,

サケ類 などの漁業資源 と観 光資源た る雄大 な 自然,の4つ があ

る.農 業 が可能 な土地 ・気候条件 に恵 まれ てい る とはい えず,

かっ,製 造業が立地するには,あ まりにも旧48州 から遠い.

株式会社方式によって共有的に土地を所有する,と 決めた先

住民のひとびとは,そ の企業の株主でもあった.こ の株式会社

の主たる目的は,株 主への配当を大きくすることによって,自

分たち自身の厚生を高めることであった.こ の企業活動の中心

は,す なわち資源開発か,あ るいは観光産業の育成であった.

州政府もまた,原 油産出地のリース料収入などを求めた,と い

う意味で,同 様であった.こ こに,自 然保護を重視するひとび

ととの間に軋轢が生じる.

すなわち,自 然保護を重視するひとびとは,で きるだけ国立

公園や国立野生生物保護区を広く確保すべきである,と 強く主

張することになった.

また,自 然保護を重視するひとびとは,当 時は自然保護に熱

心とはいえなかった森林局の管理下にある国有林へのナショナ

ル ・インタレス ト・ランズの編入には消極的であった.そ のた

め,国 有林に編入された場合には,次 善の策として,そ の原生

自然の保護のためにウィルダネス・エ リア指定の網をかけるこ

とが望まれたのであった.こ のことは,す なわち,自 然保護に

関して二重の保険(再 保険)を かける,と いうことであった.

他のナショナル ・インタレス ト・ランズの区分についても,自

然保護を強化するために,同 様の考え方が採られた.

この条項は,紆 余曲折を経ながらも,最 終的にANCSAに 付

加されることになった　9).

4.ANILCA　 of　1980の 成立 とその達 成 したもの

以上 のよ うな経 緯で,SEC.17(d)(2)条 項 に よって,国 立公園

な どのナシ ョナル ・イ ンタ レス ト ・ランズが拡張 され る ことに

な った.問 題 は,具 体的 に どの地域の どの範 囲 を,そ れ ぞれの

ナ シ ョナル ・イ ンタ レス ト・ランズに帰属 させ れば よいのか,

とい う点で あった.

この作業 に貢献 したのが,前 記AWCの メンバ ーであったマー

ク ・ギャノポール ・ヒコックを中心 とした 「床 の上の地 図作成

協会Maps　 on　the　Floor　Society」に集 ったひ とび とで あった　10).

「床 の上の地図作成協 会」は,1972年2月 のは じめ頃までに

は,ナ シ ョナル ・イ ンタ レス ト・ランズ に含 まれ るべ き推薦地

域一 覧 を完成 して内務省 に郵送 した.そ の推薦地 域一覧 の複 写

は,後 日,内 務省長官Ministry　 of　the　Interiorで あった ロジャー



ス ・モー トンRogers　Mortonに 手渡 され た.

その後,こ の推薦地 域一覧は,内 務省副長官ナサニエル ・リー

ドNatharniel　Reedに よって,内 務省 各機 関(国 立公園管理 局お

よび魚類 ・野生生物保護 局)か らの提案地 域 と合わせ て編集 さ

れ,1972年3月2日 にモ ー トンに提出 された　11).

ANILCAの 成 立まで には,な お議 会での紆余 曲折 があったが,

最終的 には,1980年 の同法 の成 立 によって,以 下のよ うに,ナ

シ ョナル ・イ ンタ レス ト・ラ ンズの総 面積 の拡 大が もた らされ

た.具 体的 には,

・国立公園;新 たに4 ,359万acreが 追加指 定 され た(1971

年以前か らのもの と合 わせ て,合 計5,120万acre).

・国立野生生物保護 区;新 た に5 ,272万acreが 追加 指定 され

た(1971年 以 前か らの もの と合わせて,7,606万acre).

・国立野生 ・景勝河川;25の 河川 が指定 された .

・国立景勝 地National　 Monument;ミ ステ ィ ・フ ィヨル ド

Misty　 Fjords(90万acre)と ア ドミラルテ ィ ・アイ ラン ド

Admiralty　 Island(214万acre)が 指 定 された.

・国有林;ト ンガ ス国有 林お よびチ ュガ ッチ国有林Tongass

and　Chugach　 National　Forestsに335万acreが 追加 され

た(た だ し,ト ンガス国有林の総面積 はお よそ1,700万acre,

チュガ ッチ国有林は540万acreで ある).

な どである.

また,再 保 険 として設 定 され た ウィル ダネス ・エ リアの指定

について もみてお きたい.

・国立公園内;3,236万acre

・国立野生生物保護 区内;1,856万acre

・トンガ ス国有林 内;233万acre

総面積で5,324万acreの ウィルダネス ・エ リア が最終 的に設

け られ るこ とになった(Alaska　 Geographic　 Society(1981)and

Willis(1985)).

5.お わ りに

以上の よ うに,1971年 か ら1980年 の10年 は,い わば 「自然

保護 派」 がナシ ョナル ・イ ンタ レス ト ・ランズの拡張 を求め続

けた10年 で あった.

2.では,ウ ィル ダネ ス ・ソサエテ ィに集 うひ とび とが1964年

ウィル ダネス法 の成 立に努力 した こと,そ の背景 には 自動車利
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用 による リク リエ ーシ ョンの普及 が あ り,結 果 と して,保 護す

べ き大切 な 自然 が損 なわれ る ことが危惧 され た こ と,な どのた

めに,「 ロー ドレスroadless」 が ウィルダネス法の キー ワー ドに

なった こと,さ らに,こ の ウィル ダネ ス ・ソサエテ ィのひ とび

とがSEC.17(d)(2)条 項 をANCSAに 導入す るこ とに積 極的 で

あった ことについて述べた.

3.では,SEC.17(d)(2)条 項 をANCSAに 最初 に導入 しよ うと

したの は,フ ィ ッツジェ ラル ドの部 下で あったデイ ビッ ド ・ピ

コックで あった こと(1970年),そ の趣 旨は,ナ シ ョナル ・イ

ンタ レス ト ・ランズ として連邦政府 が保護すべ き土地 を守 るこ

とに あった.し か しなが ら,議 会 での立法 化には10年 もの期間

を要 し,最終 的にANILCAが 成 立 したのは,1980年 であ った.

4.では,ア ラスカ ・ウィル ダネ ス協議 会 のメンバー であった

マー ク ・ギ ャノポール ・ピコックを中心 とした 「床 の上の地図

作成 協会」 に集 ったひ とび とがナ シ ョナル ・イ ンタ レス ト・ラ

ンズの選 択に尽力 した こ とにつ いて触れ た.結 果 と して,SEC,

17(d)(2)条 項 に よって,す でに記載 した よ うに,ナ シ ョナル ・

イ ン タレス ト ・ランズの総 面積の拡 大が もた らされ たので あっ

た.

1970年 代のア ラスカ州 は,内 部的 には自然資源依存 型の経 済

発 展を めざす,い わば途上 国的な存在 であった.し か し同時に,

州外か らみた場 合は,ア メ リカ合 衆国内 で も貴重な ウィル ダネ

ス(原 生 自然)が 残 された数少 ない地域 であった,日 本 のお よ

そ4倍 の面積に,今 日なお70万 人 ほどが居住す るにす ぎない.

ジ ョン ・ミューアJohn　 Muir以 来,ア ラスカ州内外 を問わず,

ア ラスカの雄 大な 自然 に魅 せ られ,そ の保 護 を願 ったひ とは数

えきれ ない.そ の一方,ア ラスカで生活 を続 けよ うとす るひ と

の中には,「 資源開発」 を優先 し,経 済発展 を図 りたい,と い

う立場のひ とび とと,で きるだ け 自然 と共生 しなが ら生活 を続

けたい と考 え るひ とび とがいた.先 住 民のひ とび との 中には,

前 者のひ ともいれ ば,後 者のひ ともいた.と くに,後 者 のなか

には,従 来か らの 自給 自足的 な生活 を継続す る ことを望む ひ と

び とが少 なか らず存在 した　12).

本来,ア ラスカの土地 はそ のす べてが先住 民のひ とび との も

ので あった.し か しなが ら,金 や石油 な どの地下資源や森 林資

源が,土 地 の配分 をめ ぐる係争 を生む ことになった.そ の うえ,

1971年 に先住民 のひ とび とに実際に土地の配分 をす る段階 にな



■　8　 アラス カ におけ る土地 配分 と 「自然 保護 」 をめ ぐる対 立 の10年

る と,ナ シ ョナル ・イ ンタ レス ト ・ランズをめ ぐっての 「自然

保護 派」 と先住 民のひ とび ととの間の対立 が激 しくなる ことに

なった.ア ラスカにお ける土地配分 には,こ の よ うな意 味での

二重 の対立関係 があ った といわな けれ ばな らない.も ちろん,

地下資源 を有す る土地が,「 保護 」 に値 す るよ うな 自然条件 下

に ある場 合には,こ の対 立関係 は よ り厳 しい もの となった.

この よ うな土地配分 をめ ぐる対立関係 を調整す るために,

1959年 に州 として 自立 してか ら1980年 まで の20年 以上 にお よ

ぶ期 間を必要 と した のであった.

しか しなが ら,1980年 以降 も森林 の伐 採な どをめ ぐる自然保

護派 と資源 開発 派 との対立 は続 く.そ の経過 について は,稿 を

あ らためて論 じたい.
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1)詳 細 につい ては,奥 田郁夫 「ア ラスカ先住民 のcorporation

方式 による土地所有権の確立過程 につ いて」『農林 業問題 研究』

第48巻 ・第1号(第186号),2012年6月,pp35-40参 照.

2)ナ シ ョナル ・イ ンタ レス ト・ランズnational　interest　lands:

国 立公 園National　 Park,国 立 野 生生 物 保護 区National

Wildlife　Refuge,国 有林National　 Forestや 国立野 生 ・景勝河

川National　 Wild　and　Scenic　Riverな ど,生 態系の保護 ・保

全(国 益)の た めに,連 邦政府 が保 有 しよ うとす る土地の総

称 で ある.当 時活動 を してい た さま ざまな全 米の環境保護 団

体 が,ア ラスカにお けるナシ ョナル ・イ ンタ レス ト・ラ ンズ

の拡張 に努 力を傾 け ることになった.

シエ ラ・クラブSierra　Clubの 創設者 ジ ョン ・ミューアJohn

Muirを は じめ として,「 自然保 護preservation=自 然 をある

が ままの状態で維持 ・保存すべ きで ある,と い う考 え方」 を

重視す るひ とは数 多い.本 文 中2.で 触れ る ウィル ダネス ・ソ

サエテ ィのひ とび とに も共通す る考 え方 であ る.少 し異な る

点は,後 者 には,「保 全conservation=自 然 を尊 びなが らも,

功利 主義的 に再生産可能 な資源 の利 用 を認 める考 え方」 を認

める立場 のひ とび ともいた,と い う点で ある.

3)ウ ィル ダネス ・エ リア とは,ナ シ ョナル ・イ ンタ レス ト・ラ

ンズの どの 区分(国 立公 園な ど)で あるかに関わ らず,ウ ィ

ル ダネ ス法に も とついて,議 会 に よって指 定 され る ウィル ダ

ネス（原 生 自然)保 護地 域のこ とである.

4)Wilderness　 Act,1964,Section4.(c).ウ ィル ダネ ス法制 定の

経過 については,Harvey(2005)参 照.

5)ア ラスカ州 において は,経 済発展 が この半世紀 ほどの間に圧

縮 され て進 んできた とい う点にその特徴 がある.旧48州 にお

いて は,1776年 の独 立宣言か らで さえ,200年 以上 にわた る

先住 民のひ とび とと新た な入植者 のひ とび ととの対 立の歴史

が ある.そ のた め,対 立 関係 が しば しば先鋭化 しなが らも,

その解決 にあ る程度 時間 をか ける ことがで きた.し か しなが

ら,ア ラスカ州 においてみ られ る急速 な変化 は,「 自然保護 対

資源 開発」をめ ぐる対 立関係 をよ り厳 しくさせ る傾 向にある,

と考 え られ る.

この よ うな状況 下 にお ける先住 民のひ とび との立場 は微妙

で,自 然保護 を重 視す るひ とび とか らも,資 源 開発 を優 先 し

よ うとす るひ とび とか らも,ど ち らか らも好意的 には受 け容

れ られ に くい場 合があ る.先 住民 のひ とび との 自給 自足 生活

は,ト ナカイの狩猟や サケ類の漁労 な どに よるが,そ の行為

を 自然 の攪 乱 と受 け とめ るひ ともい る.ま た,と きに 自給 自

足生活 の生活 圏は広 く,移 動生活 も少 な くない.そ のた めに

資源開発 に ともな う土地 の囲い込み とも競合す る場合が ある.

6)ウ ィル ダネス ・ソサエテ ィに集 まったひ とび との 中には,シ

リア ・ハ ンターCelia　Hunterや ジニー ・ウッ ドGinny　 Wood

の よ うに,第2次 世界大戦後 にアラスカで生活す るよ うになっ

たひ とび ともいた.詳 細については,星 野(2000),Kaufman

(1998)やSumner(2005)な ど参照.

7)合 同土地計画委員会 の構成員 は10名 で,う ち5名 は州知 事

(あるいはその代理)と そ の選任者4名,お よび連邦政府 か

ら5名(大 統領指名 の1名 と内務 長官指名の4名)と 規定 さ

れ ていた.そ して,こ の10名 中に,い わ ゆる環境保護派 が過

半数以上選任 され る可能 性は大 きくはなかった.

8)Willis(1985),Chapter　 2　The　 Alaska　 Native　 Claims

Settlement　 Act,C:Origins　 of　the　National　Interest　Lands

Provision(17(d)(2)).



9)ANCSAお よびANILCA立 法化 をめ ぐる議会 での議論 の詳細

につ いては,Nelson(2004)参 照.

10)マ ー ク ・ギ ャノポール ・ヒコ ックが,こ の作 業を どの よ うな

権 限に も とついて行 うことになったの か明確 で はない,と す

る資料 もあ る(Nelson(2004),p.121).ま た,正 確 にいつ この

作業が始め られた のか,資 料的 には確認で きてい ない.

11)Nelson(2004),P.121参 照

12)ア ラスカ州 に在住す る70万 人 ほ どの うち,「 先住 民」 とさ

れ る人 口を厳 密 に特 定す るこ とは容 易で は ない が,お よそ

15%(10万 人)が先住民 に該 当す る,と い う.そ して,そ のひ

とび とが住 ま うコミュニテ ィによって,先 住民比率 は異 な り,

先住 民比率が 高い コ ミュニテ ィほ ど自給 自足生 活者の比 率 も

高 い,と い うのが一般的 な理解 である.

 McDowell Group (2001) The Economic Impacts of 

Sealaska Corporation on Rural Southeast Alaska

Communities によれば たとえば南東アラスカにあるハイダ

バー グHydaburgと い うコミュニテ ィは,人 口382人(2000

年 セ ン サ ス)で,先 住 民 が 多 数 を 占 め る コ ミュ ニ テ ィ

predominantly　 Native　communityの ひ とつで ある,と され

ている.さ らに,2000年 のこのコ ミュニテ ィの個人所得 の源

泉は,移 転所得Transfer　 Payments(連 邦政府か らの給付 な

ど)が33%,シ ー ラスカ株式会社 関連 所得Sealaska-related

27%,自 治体(関 連所得;引 用者)Local　 Government(school

districtな ど を 含 む)18%,地 域 サ ー ビ ス Lo cal　 Service

Organizations (Southeast Alaska  Regional Health

Corporation な ど)7%,そ の他Other9%と なってお り,商 業

的 漁 業 お よ び 漁 業 食 品 加 工Commercial　 Fishing　 and

Seafood　 Processingは6%に す ぎない.移 転 所得 と地域会社

regional　corporationで ある シー ラスカに よる林 業活動 に と

もな う所 得を除 けば,漁 業 関連 の所得6%が あるだけであ る.

それで もひ とび とは生 まれ育 った コ ミュニテ ィで暮 らす こ

とを選ぶ こ とが多 く,そ の場 合には生活上,自 給 自足 の比 重

が大 き くな らざるを えない.そ れ ゆえ,1990年 のセ ンサ ス

デー タによる と,ハイ ダバ ーグの1人 当た り所得 は$8,602で,

これ は当時のア ラスカ州全体 の平均値$17,610の 半分 以下で

あった.ま た,こ の報告 書 中に は 「自給 自足は,こ のよ うに

経済 的に不利 なコ ミュニテ ィにおい ては,重 要 な役割 を果た

芸術 工学 へ の誘 いvol.18　 (2013)　 9　■

す」 と記 述 され てい る.
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